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設備所管部門と運転所管部門の情報共有の徹底について（指導） 
 
 
 平成２８年３月２４日午前８時２５分から平成２８年３月２８日午前１１時１５分の

間、実施計画に定める運転上の制限を逸脱していたことが平成２９年８月１４日の貴社

の調査で判明したため、貴社は、平成２９年８月１４日午後８時５０分、運転上の制限

逸脱及び運転上の制限からの復帰を同時に宣言した。 
セシウム吸着装置は、平成２６年１１月に実施計画Ⅱ特定原子力施設の設計、設備の

変更認可を受け、平成２７年１月にセシウム／ストロンチウム同時吸着のための２系列

運転を開始したことに伴い、実施計画Ⅲ特定原子力施設の保安第１編第２７条に定める

「４系列で１設備」に該当しない状態となった。しかし、設備所管部署は、実施計画に

おける「１設備」に該当しなくなったことを運転所管部署に明確に伝えておらず、運転

所管部署は「１設備」に該当するとの認識のまま運転を継続していたため、上記の期間、

運転上の制限を逸脱する状態に至った。 
本事象についての原因を確認した結果、実施計画の変更による設備改造等についての

情報が部門間で適切に共有されていなかったことが確認されたため、下記のとおり対応

を求める。 
 

記 
 
○ 設備所管部門と運転所管部門の情報共有の徹底 

実施計画の変更認可による設備変更等を行う場合は、保安活動に及ぼす影響を明確に

したうえで、対応内容を関係部署に的確に周知する必要がある。 
設備所管部門と運転所管部門間の情報共有を徹底するため、改善すべき業務プロセ

ス等について検討し、マニュアル等で明確に定めること。 
 

以 上 


